
次世代育成次世代育成次世代育成次世代育成「「「「モデルモデルモデルモデル行動計画行動計画行動計画行動計画」」」」作成作成作成作成のののの手引手引手引手引きききき 

 

１１１１．．．．事業主事業主事業主事業主がががが次世代育成支援対策次世代育成支援対策次世代育成支援対策次世代育成支援対策にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ必要性必要性必要性必要性はなぜなのですかはなぜなのですかはなぜなのですかはなぜなのですか 

 急速な少子化の進展はわが国の将来を展望した場合、社会経済全体に極めて深刻な影響

を与えることになります。 

 少子化の主要な原因の一つとして仕事と子育ての両立による負担感が挙げられます。そ

のため、企業においても男性を含めた働き方の見直し等の次世代育成支援対策に取り組む

ことが求められています。 

 少子化の進行は、労働者を雇用して事業活動を行う企業にとって、将来の労働力確保が

難しくなることを意味します。また、企業を将来にわたり維持発展させていくためには、

多くの需要が不可欠ですが、少子化の進行により人口が減少していくと、需要の減少をも

たらし企業活動の存立基盤を揺るがすことにもなりかねません。 

 このため、事業主にとっても次世代育成支援対策に真剣に取り組んでいくことが求めら

れています。 

 

２２２２．．．．事業主事業主事業主事業主がががが次世代育成支援対策次世代育成支援対策次世代育成支援対策次世代育成支援対策にににに取取取取りりりり組組組組むことによるむことによるむことによるむことによるメリットメリットメリットメリットはははは何何何何ですかですかですかですか 

 まず労働者のモラール（労働意欲）上昇による生産性の向上が期待できます。 

 また、出産や育児等を理由に退職する労働者が減少することにより、優秀な人材の確保、

定着等が図れます。 

 さらには、企業のイメージアップが図れます。 

 

３３３３．．．．行動計画行動計画行動計画行動計画をををを策定策定策定策定、、、、実施実施実施実施するにあたってのするにあたってのするにあたってのするにあたっての留意留意留意留意すべきすべきすべきすべきポイントポイントポイントポイントはははは何何何何ですかですかですかですか 

 労働者が子育てをすることによる喜びを実感し、仕事と子育ての両立ができるようにす

るという観点から、労働者のニーズを踏まえた対策を実施することが必要です。 

 トップの理解のもと、企業全体で取り組むことが必要です。 

 企業の実情を踏まえた効果的な取り組みを自主的に決定し推進することが必要です。 

 取り組みによる効果（企業のイメージアップ、人材の確保と定着等）があることを理解

し、主体的に取り組むことが必要です。 

 国、地方公共団体、地域社会とともに、社会全体で協力して取り組むことが必要です。 



４４４４．．．．行動計画行動計画行動計画行動計画をををを策定策定策定策定しししし、、、、実施実施実施実施するためにするためにするためにするために企業企業企業企業においてどのようなにおいてどのようなにおいてどのようなにおいてどのような体制整備体制整備体制整備体制整備がががが必必必必

要要要要ですかですかですかですか 

 次世代育成支援支援対策に取り組むための体制としては人事労務担当者、労働者の代表

等を構成員とした社内委員会の設置とか、管理者や労働者に対する研修・講習・情報提供

とか、仕事と子育ての両立についての相談窓口の設置と担当者の配置が必要です。 

 小規模の企業にあっては、特段の体制整備を必ずしも必要としておらず、企業全体で理

解と関心を深めて取り組めばよい場合もあります。 

 

５５５５．．．．行動計画行動計画行動計画行動計画にににに定定定定めためためためた各種措置各種措置各種措置各種措置のののの対象対象対象対象としてとしてとしてとして、、、、パートタイムパートタイムパートタイムパートタイム労働者労働者労働者労働者・・・・期間雇用期間雇用期間雇用期間雇用

者等者等者等者等をををを対象対象対象対象にすべきですかにすべきですかにすべきですかにすべきですか    

 労働基準法や育児・介護休業法においては、それぞれの法律に規定される制度について、

対象となる労働者の範囲が定められています。しかし、各企業の実情に応じて法令上対象

となることとされている労働者の範囲よりも広い範囲の労働者に対して次世代育成支援対

策を講じることは、好ましいことであるといえます。 

 

６６６６．．．．行動計画行動計画行動計画行動計画はどのようなはどのようなはどのようなはどのような構成構成構成構成になるのでしょうかになるのでしょうかになるのでしょうかになるのでしょうか 

 行動計画は「計画期間」、「目標」、「目標を達成するための対策と、その実施時期」

の記載が必要です。 

 目標はいくつ設定しても構いません。 

 

７７７７．．．．行動計画行動計画行動計画行動計画のののの計画期間計画期間計画期間計画期間はははは、、、、どれくらいのどれくらいのどれくらいのどれくらいの長長長長さにさにさにさに設定設定設定設定したらよいですかしたらよいですかしたらよいですかしたらよいですか 

 概ね２年間から５年間の範囲とすることが望ましい、とされています。 

 次世代育成支援対策推進法は平成２７年３月３１日までの時限立法なので２年間という

期間を設定した場合は５回、５年間の場合は２回にわたって行動計画を策定することにな

ります。ただし、計画期間の設定はその都度自由に設定できます。 

 

８８８８．．．．子育子育子育子育てをするてをするてをするてをする労働者労働者労働者労働者がいないがいないがいないがいない場合場合場合場合でもでもでもでも行動計画行動計画行動計画行動計画をををを策定策定策定策定しなければなりませしなければなりませしなければなりませしなければなりませ

んかんかんかんか 

 子育てをする労働者がいるか、いないかにかかわらず行動計画を策定しなければなりま

せん。 



９９９９．．．．次世代育成支援対策次世代育成支援対策次世代育成支援対策次世代育成支援対策をををを進進進進めるにあたってめるにあたってめるにあたってめるにあたって、、、、利用利用利用利用できるできるできるできる助成措置助成措置助成措置助成措置はありますはありますはありますはあります

かかかか 

 厚生労働省の指定法人である財団法人２１世紀職業財団では、事業主に対して仕事と育

児等の両立支援に関する次のような助成金を支給しています。 

 「事業所内託児施設助成金」          「育児・介護費用助成金」 

 「育児休業代替要員確保等助成金」       「育児両立支援奨励金」 

 「育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金」 

 

１０１０１０１０．．．．行動計画行動計画行動計画行動計画をををを策定策定策定策定したらしたらしたらしたら、、、、どのようなどのようなどのようなどのような手続手続手続手続きがきがきがきが必要必要必要必要ですかですかですかですか 

 常時雇用する労働者が３０１人以上である事業主は行動計画を策定した旨を都道府県労

働局に届け出なければなりません。３００人以下の事業主にあっては行動計画を策定し、

その旨を届け出るよう努めなければなりません。 

 変更の際の届け出は、行動計画を策定した旨の届け出と同じ要領です。 

 

１１１１１１１１．．．．行動計画行動計画行動計画行動計画はははは外部外部外部外部にににに公表公表公表公表しなければならないのですかしなければならないのですかしなければならないのですかしなければならないのですか 

 啓発資料の作成・配付、研修・講習の実施等により労働者への周知をはかることが必要

です。たしかに外部への公表は義務づけられていません。しかしながら、次世代育成支援

対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・提出を促進するための決意を内外に向け

て示す努力を怠らないことは求められます。 

 

１２１２１２１２．．．．一般事業主行動計画一般事業主行動計画一般事業主行動計画一般事業主行動計画にににに盛盛盛盛りりりり込込込込むむむむ具体的項目具体的項目具体的項目具体的項目   

＜※印は就業規則変更を伴うもの、または導入の難易度が高いもの＞ 

（（（（１１１１））））子育子育子育子育てをてをてをてを行行行行うううう労働者労働者労働者労働者のののの職業生活職業生活職業生活職業生活とととと家庭生活家庭生活家庭生活家庭生活とのとのとのとの両立両立両立両立をををを支援支援支援支援するためのするためのするためのするための雇用環境雇用環境雇用環境雇用環境のののの

整備関連整備関連整備関連整備関連 

※①子どもの出生時における父親の休暇の取得 

   ２週間等の取得しやすい制度からの実施をまず検討してください 

 ②より一層利用しやすい育児休業制度の実施 

 ③育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備 

  ・企業トップによる、子育て支援への取り組み姿勢の内外へ向けての表明 

 ・育児休業に関する定めの周知等（社内広報誌、ポスター等） 



  ・育児休業の取得促進をはかるための研修の実施 

 ・育児休業中の代替要員の確保等 

 ・育児休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等 

 ・育児休業後における原職又は原職相当職への復帰 

  ・育児休業期間中の研修制度（育休後に職場復帰する予定者への支援措置） 

  ・複数業務の習熟のための研修の実施（代替要員不足への対応） 

  ・相談窓口の設置 

  ・担当者（職業家庭両立推進者）の選出 

  ・取得事例の情報共有化（「よかった」、「おたがいさま」の声を広げる） 

  ・育児休業取得者が昇進、昇格にマイナスとならないことの確認 

 ④短時間勤務制度等の実施 

※・短時間勤務制度の実施 

※・フレックスタイム制の実施 

※・時差出勤の制度（始業又は終業の時刻の繰り上げ又は繰り下げ）の実施 

 ・所定労働時間を超えて労働させない制度の実施 

  ・ノー残業デーの設定 

※・残業免除制度の実施 

※・リフレッシュ休暇制度の実施（年間５日） 

※・月１回の３連休制度の実施 

※・一時外出を認める制度の実施 

 ⑤事業所内託児施設の設置及び運営 

※・自社単独での設置 

  ・複数企業による共同設置 

 ⑥子育てサービスの費用の援助の措置の実施 

 ・ベビーシッターへの補助金を出す 

※⑦子どもの看護のための休暇の措置の実施 

 ⑧勤務地、担当業務等の限定制度の実施 

※・転勤免除制度の実施 

 ⑨その他子育てを行う労働者に配慮した措置の実施 

※・３歳未満の子どもを養育する保護者に対しての育児短時間勤務制度 

 ⑩諸制度の周知 

※⑪育児等退職者についての再雇用特別措置等の実施 



（（（（２２２２））））働働働働きききき方方方方のののの見直見直見直見直しにしにしにしに資資資資するするするする多様多様多様多様なななな労働条件労働条件労働条件労働条件のののの整備関連整備関連整備関連整備関連 

 ①所定外労働の削減 

 ②年次有給休暇の取得の促進 

※③多様就業型ワークシェアリングの実施 

 ④テレワークの導入 

 ⑤職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取り組み 

※⑥ブリッジ制度（多様な就業形態を選択し、行き来できる制度）の実施 

※⑦スキルアップ休暇制度の実施 

※⑧在宅勤務制度の実施 

 

（（（（３３３３））））そのそのそのその他他他他のののの次世代育成支援対策次世代育成支援対策次世代育成支援対策次世代育成支援対策にににに関関関関するするするする事項事項事項事項 

 ①子育てバリアフリー 

 ②子ども・子育てに関する地域貢献活動 

 ・子ども・子育てに関する活動の支援 

 ・子どもの体験活動等の支援 

 ・子どもを交通事故から守る活動の実施や支援 

 ・安全で安心して子どもを育てられる環境の整備 

 ③企業内における「子ども参観日」の実施 

 ④企業内における学習機会の提供等による家庭の教育力の向上 

 ⑤若年者の安定就労や自立した生活の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


